
第2回 自然と共生を考える笠松のつどい 

　12月16日、笠松中央交流センターで外来種問
題に焦点を当てた「笠松の自然と共生を考える会」
主催のつどいが盛大に開催されました。イベント
には専門家や関係者が集まり、貴重なディスカッ
ションが行われました。 
　特別講演ではカメの専門家の楠田教授（岐阜
大学）が「外来種が生態系に与える影響」につ
いて分かりやすく解説されました。また会場内で
は珍しいカメの実物や写真の展示も行われ、子ど
もの人気を集めました。 

　6月18日にキックオフした「令和5年度かさまつ
子どもまちづくり会議」では、16人の小中学生が
まちづくりの課題発見とその解決策の研究に取
り組んできました。 
　12月3日に開催した意見発表会では、委員全
員が町長や町議会議員の前で堂 と々発表しまし
た。町では、発表された意見を施策へ反映して
いきたいと考えています。 
 
　  研究の過程 
　1. 3班に分かれてテーマ決め 
　2. （有）内田商会などの現地の写真撮影や 
 役場職員に話を聞くなどの調査活動 
　3. 7回の意見交換 
 
　  研究テーマ 
　Ａ班：笠松町のごみについて 
　Ｂ班：笠松町の交通安全と防災 
　Ｃ班：猫について 

かさまつ子どもまちづくり委員が 
まちづくりに対する意見を発表 

仮装の宴　開催します！ 

笠松町議会議員選挙のお知らせ 

3月31日に任期満了となる町議会議員の選挙を、次の日程で行います。 
告示日　　3月19日（火） 
投票日時　3月24日（日）午前7時～午後8時 
 
立候補予定者説明会 
日時　　　2月8日（木）午後1時30分～ 
場所　　　役場4階 大会議室 

町選挙管理委員会　蕁388‐1111問 

令和5年分（令和6年度） 

所得税確定申告・町県民税申告 

・予約をしないで来場された場合、対応しかねることがあります。 
・重複して予約した場合、予約取消となることがあります。 

町会場での所得税確定申告、町県民税申告の申告相談は事前予約制です。 

「ネット予約」または「電話予約」をしてください。 

 

一時所得、配当所得、譲渡所得、準確定申告（亡くなった方の申告）、 
住宅ローン控除（適用の初年分のみ）、繰越損失の申告、雑損控除、青色申告、 
令和4年分以前の申告 

次の申告は税務署の会場で申告してください。町の会場では受付できません。 

申告会場 

申告会場 

 

役場3階第2会議室　特設会場 
※松枝交流センター・総合交流センターでの開設は行いません。 

開設期間 

開設時間 

受付時間 

2月16日（金）～3月15日（金）　※土日・祝日を除く 

午前9時～午後4時　※正午～午後1時を除く 

午前の部 
① 9：00～ 9：30 
② 9：30～10：00 
③10：00～10：30

④10：30～11：00 
⑤11：00～11：30 
⑥11：30～12：00

午後の部 
⑦13：00～13：30 
⑧13：30～14：00 
⑨14：00～14：30

⑩14：30～15：00 
⑪15：00～15：30 
⑫15：30～16：00

���� ������

まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 

広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

令和6年1月号 
第1160号 4 令和6年1月号 

第1160号 5

C M Y K C M Y K



予約方法 所得控除の確認をお忘れなく！ 

書類の準備が必要な所得控除 

ネット予約 

電話予約 

ネット予約は、町ホームページから 
いつでもできて便利です！ 

　所得控除とは、課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く仕組みの

ことです。控除の対象者が必要書類を添えて申告することで、課税対象の所得が

減額されて税額も減りますので、申告をする前に所得控除についても確認しましょう。 

　なお、次の3つの所得控除は事前に書類を作成したり、担当窓口で交付申請する

必要がありますので、早めの準備をお願いします。 

c税務課　蕁388‐1112

予約はこちらから蜷 

受付期間 1月9日（火）～3月13日（水） 
※希望日の2日前まで。希望日の前日と当日は電話予約のみ。 
※予約状況により、受付終了前に締め切ることがあります。 

受付時間 

予約方法 
①町ホームページの予約フォーム（1月9日から公開）へアクセス 
②希望する日時を選択（5ページ「開設期間」「受付時間」参照） 
③申告する収入の種類を選択 

24時間対応 

受付期間 
受付時間 
予約方法 
①役場税務課　蕁388‐1112　に電話し、「申告の予約をしたい」旨を伝える 
②予約担当者に予約情報を伝える 

※（ア）→（イ）→（ウ）の順番にお伝えください。 

（ア）予約者（電話をかけているご本人）の氏名、住所、電話番号 
（イ）来場者（当日会場にお越しになる方）の氏名、住所、電話番号 
（ウ）申告者（申告する方）の氏名、住所 
③お伝えする予約番号をメモする 

※予約番号は当日会場で確認しますので、必ずメモに控えておいてください。 
※予約の変更やキャンセルは、事前に電話でご連絡ください。 
　（受付：午前8時30分～午後5時15分　※土日・祝日を除く） 

1月22日（月）～3月15日（金）　※土日・祝日を除く 

午前8時30分～午後5時15分　※最終日の3月15日は午後3時まで 

④氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスなどを入力 
※申告する方と来場者が違う場合は、来場者の氏名なども入力してください。 
※入力したメールアドレスに申し込み完了メールが届きます。 
　（迷惑メールと判断されているなどメールが受信できない場合もあります。） 

⑤表示される連絡事項や当日の持ち物を確認 
⑥予約番号「KASA‐〇〇〇〇〇〇〇〇（数字8桁）」が表示されたら、予約完了 

※予約番号は当日会場で確認しますので、必ずメモをとっておくか、予約内容を印刷しておいてください。 
※予約の変更やキャンセルは、事前に電話（蕁388‐1112）でご連絡ください。 
　（受付：午前8時30分～午後5時15分/土日・祝日を除く） 
※予約のキャンセルのみ、申し込み完了メールに記載のURLからも手続きができます。 

町の申告会場で受付できる収入 
受付できない収入 

・・・事業収入、給与収入、不動産収入、雑収入 
・・・株の配当や土地の売買などの収入 

要　件 

申告の 
添付書類 

申告 
できる方 

担当窓口 

医療費控除 
（爬 爰 どちらかを選択） 

医療費が10万円（総所
得金額等が200万円未満
の場合はその所得等の5%）
を超えた場合 

医療費控除の明細書 

※明細書は、病院の領収書や薬局のレシートから、
ご自身で作成してください。 

医療費・医薬品購入費を支払った本人または生計
を一にする配偶者やその他親族 

税務課 
蕁388‐1112

爬医療費控除 爰セルフメディケーション税制 

対象の医薬品購入費が
12,000円を超えた場合 

（健康の保持や増進、疾病の予
防など一定の取り組みを行って
いること） 

特定一般用医薬品等 
購入費の明細書 

※注1

要介護認定を 
受けている方の 

障害者控除 

障がい者などに準ずる方 
（65歳以上で介護認定を受け
ている方のうち、障害者手帳の
交付を受けておらず、町要領の
規定に該当する方） 

障害者控除対象者 
認定書 

「障害者控除対象者認定
書」の交付を受けた65
歳以上の方またはその
方を扶養している方 

健康介護課 
蕁388‐7171

空き家の譲渡所得 
特別控除の特例 

「相続した空き家」や「相
続した空き家を取り壊
した後の土地」を譲り
渡した場合　※注2 

被相続人居住用家屋等
確認書 

相続した空き家や土地
を売却した相続人 

建設課 
蕁388‐1117

▲注1 
特定一般用医薬品等の対象となる医薬品 

（厚生労働省ホームページ） 

▲注2 
被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例 

（国税庁ホームページ） 

うちの子「結婚」しないのかしら？ 
独身のお子様の結婚相談承ります 

結婚相談所ムスベル 

お子様の結婚に関するお悩み、プロの仲人がお答えします。 
まずはお気軽に仲人にご相談ください 

058-214-6390
令和6年1月号 
第1160号 6 令和6年1月号 

第1160号 7

C K C K



予約方法 所得控除の確認をお忘れなく！ 

書類の準備が必要な所得控除 

ネット予約 

電話予約 

ネット予約は、町ホームページから 
いつでもできて便利です！ 

　所得控除とは、課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く仕組みの

ことです。控除の対象者が必要書類を添えて申告することで、課税対象の所得が

減額されて税額も減りますので、申告をする前に所得控除についても確認しましょう。 

　なお、次の3つの所得控除は事前に書類を作成したり、担当窓口で交付申請する

必要がありますので、早めの準備をお願いします。 

c税務課　蕁388‐1112

予約はこちらから蜷 

受付期間 1月9日（火）～3月13日（水） 
※希望日の2日前まで。希望日の前日と当日は電話予約のみ。 
※予約状況により、受付終了前に締め切ることがあります。 

受付時間 

予約方法 
①町ホームページの予約フォーム（1月9日から公開）へアクセス 
②希望する日時を選択（5ページ「開設期間」「受付時間」参照） 
③申告する収入の種類を選択 

24時間対応 

受付期間 
受付時間 
予約方法 
①役場税務課　蕁388‐1112　に電話し、「申告の予約をしたい」旨を伝える 
②予約担当者に予約情報を伝える 

※（ア）→（イ）→（ウ）の順番にお伝えください。 

（ア）予約者（電話をかけているご本人）の氏名、住所、電話番号 
（イ）来場者（当日会場にお越しになる方）の氏名、住所、電話番号 
（ウ）申告者（申告する方）の氏名、住所 
③お伝えする予約番号をメモする 

※予約番号は当日会場で確認しますので、必ずメモに控えておいてください。 
※予約の変更やキャンセルは、事前に電話でご連絡ください。 
　（受付：午前8時30分～午後5時15分　※土日・祝日を除く） 

1月22日（月）～3月15日（金）　※土日・祝日を除く 

午前8時30分～午後5時15分　※最終日の3月15日は午後3時まで 

④氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスなどを入力 
※申告する方と来場者が違う場合は、来場者の氏名なども入力してください。 
※入力したメールアドレスに申し込み完了メールが届きます。 
　（迷惑メールと判断されているなどメールが受信できない場合もあります。） 

⑤表示される連絡事項や当日の持ち物を確認 
⑥予約番号「KASA‐〇〇〇〇〇〇〇〇（数字8桁）」が表示されたら、予約完了 

※予約番号は当日会場で確認しますので、必ずメモをとっておくか、予約内容を印刷しておいてください。 
※予約の変更やキャンセルは、事前に電話（蕁388‐1112）でご連絡ください。 
　（受付：午前8時30分～午後5時15分/土日・祝日を除く） 
※予約のキャンセルのみ、申し込み完了メールに記載のURLからも手続きができます。 

町の申告会場で受付できる収入 
受付できない収入 

・・・事業収入、給与収入、不動産収入、雑収入 
・・・株の配当や土地の売買などの収入 

要　件 

申告の 
添付書類 

申告 
できる方 

担当窓口 

医療費控除 
（爬 爰 どちらかを選択） 

医療費が10万円（総所
得金額等が200万円未満
の場合はその所得等の5%）
を超えた場合 

医療費控除の明細書 

※明細書は、病院の領収書や薬局のレシートから、
ご自身で作成してください。 

医療費・医薬品購入費を支払った本人または生計
を一にする配偶者やその他親族 

税務課 
蕁388‐1112

爬医療費控除 爰セルフメディケーション税制 

対象の医薬品購入費が
12,000円を超えた場合 

（健康の保持や増進、疾病の予
防など一定の取り組みを行って
いること） 

特定一般用医薬品等 
購入費の明細書 

※注1

要介護認定を 
受けている方の 

障害者控除 

障がい者などに準ずる方 
（65歳以上で介護認定を受け
ている方のうち、障害者手帳の
交付を受けておらず、町要領の
規定に該当する方） 

障害者控除対象者 
認定書 

「障害者控除対象者認定
書」の交付を受けた65
歳以上の方またはその
方を扶養している方 

健康介護課 
蕁388‐7171

空き家の譲渡所得 
特別控除の特例 

「相続した空き家」や「相
続した空き家を取り壊
した後の土地」を譲り
渡した場合　※注2 

被相続人居住用家屋等
確認書 

相続した空き家や土地
を売却した相続人 

建設課 
蕁388‐1117

▲注1 
特定一般用医薬品等の対象となる医薬品 

（厚生労働省ホームページ） 

▲注2 
被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例 

（国税庁ホームページ） 

うちの子「結婚」しないのかしら？ 
独身のお子様の結婚相談承ります 

結婚相談所ムスベル 

お子様の結婚に関するお悩み、プロの仲人がお答えします。 
まずはお気軽に仲人にご相談ください 

058-214-6390
令和6年1月号 
第1160号 6 令和6年1月号 

第1160号 7

C K C K



当てはまる方はご確認ください 

■ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している方 
　ワンストップ特例制度を申請していても、医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例制度が

無効となり、町県民税の寄附金控除が適用されません。確定申告をする方は、寄附先の自治体から発

行される「寄附金受領証明書」などを添付し、忘れずに寄附金控除も申告しましょう。 

c税務課　蕁388‐1112

確定申告は国税庁ホームページ「e-Tax」で 

　e-Taxとは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を税務署へ電

子送信することができる国税電子申告・納税システムのことです。 

　また、マイナンバーカードとカードの読取機能があるスマートフォンがあれば、マイナポータル連携を利

用してふるさと納税、医療費通知（保険診療分）などの情報をまとめて取得して申告書に自動入力で

きます。 

　最初の新規検査から13年以上経過した軽自動車（電気自動車などは除く）には、重課税率が適用され、

次の金額となります。 

※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。 

※廃車・住所変更・名義変更を行った場合は、軽自動車検査協会事務所で軽自動車

の異動手続きが必要です。 

c税務課　蕁388‐1112

■国民健康保険に加入している方 
　「医療費のお知らせ」通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することが

できます。「医療費のお知らせ」通知の送付には、受診から3～4か月かかりますので、確定申告の時期

に間に合わない11月と12月診療分は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明

細書を申告書に添付してください。 

c住民課　蕁388‐1115

c税務課　蕁388‐1112

会場に行かずに申告できる方法があります 

町県民税の申告書の作成は町ホームページで 

令和5年分の「申告書作成コーナー」は1月上旬から利用できます 

　町ホームページの「町民税・県民税の税額試算・申告書作成コーナー」では、源泉徴収票の内容（収

入金額や所得控除など）を入力することで町県民税の申告書を作成することができます。作成した申

告書を役場税務課に郵送または窓口に提出すれば、申告会場に行かなくても申告できます。（電子申

告・メールによる提出はできません。） 

国税庁ホームページ 

確定申告書等 
作成コーナー 

町ホームページ 

町民税・県民税の 
税額試算・申告書作成コーナー 

税　金　に　関　す　る　お　知　ら　せ 

軽自動車税種別割の税額をご確認ください 

13年経過した軽自動車をお持ちの方へ 

固定資産税の申告が必要です 

償却資産をお持ちの事業主の方へ 

check

種　　別 

年　　　税　　　額 

平成27年3月31日以前 平成27年4月1日以降 重課税率適用 
平成23年3月31日以前 

四輪乗用 

四輪貨物 

営業用 
自家用 
営業用 
自家用 

5,500円 
7,200円 
3,000円 
4,000円 

6,900円 
10,800円 

3,800円 
5,000円 

8,200円 
12,900円 

4,500円 
6,000円 

最初の新規検査年月 

　11月下旬に償却資産（固定資産税）の申告書を郵送しましたが、対象資産をお持ちで申告書が届いて

いない方はご連絡ください。 

1月1日現在、町内で事業（工場、商店、駐車場、アパート、発電量10KW以上の太陽光パネルに

よる売電など）を営んでいる方で償却資産（土地・家屋以外の事業用資産）を所有している方 

 

・構築物（フェンス、舗装路面など） 

・機械（建設用重機、太陽光発電設備など） 

・器具、備品（コピー機、パソコンなど） 

1月31日（水） 

※電子申告や郵送による提出もできます。 

c税務課　蕁388‐1112
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当てはまる方はご確認ください 
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c税務課　蕁388‐1112
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c税務課　蕁388‐1112
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c住民課　蕁388‐1115

c税務課　蕁388‐1112
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作成コーナー 
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6,000円 
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